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環境省生物多様性戦略推進室
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COP15（中国・昆明）：ポスト2020目標の採択及び関連する実施手段の検討

ポスト2020目標の検討プロセス
• 公開ワーキンググループ（OEWG：①2019/8ﾅｲﾛﾋﾞ、②2020/2昆明、③2020/7カリ）
• 地域別ワークショップ（アジア太平洋地域ワークショップを1月に名古屋で開催）
• テーマ別ワークショップ
• パートナー組織による会合（ランドスケープアプローチに関する専門家テーマ別ワークショップを9月に熊本で開催）
• 文書での意見募集（日本からこれまで４回提出）
• 条約補助機関会合（2019/11：SBSTTA23、2020/5：SBSTTA24・SBI3） 等
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COP12（韓国・ピョンチャン）：
愛知目標の中間評価（GBO4）

IPBES第1回総会（ボン・ドイツ）

IPBES第７回総会（フランス･パリ）
生物多様性と生態系サービスに関する地球規模アセスメント政策決定者向け要約の承認

生物多様性国家戦略2012-2020を閣議決定

 愛知目標（戦略計画２０１１－２０２０）採択
 名古屋議定書採択

COP14（エジプト･シャルムエルシェイク）：
新たな目標（「ポスト2020目標」）の検討プロセスを採択

2012

2010

2020

2021 次期生物多様性国家戦略の策定

生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）を愛知県名古屋市で開催

2014

2019

2018

生物多様性条約－COP10からCOP15へ

• 2020年を目標年とする愛知目標は、COP14（2018年）で決定された検討プロセスに従い、
科学的な評価も踏まえて見直され、新たな目標がCOP15（2020年／中国）で決定される。

2013

COP12（韓国・ピョンチャン）：
愛知目標の中間評価（GBO4）

愛知目標の最終評価（GBO5）
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能力開発
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技術移転

伝統的知識

CBD-SBSTTA23 OEWD共同議長資料

ポスト2020目標の構造 －共同議長からの提案－
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自然共生社会とは ーこれまでの生物多様性国家戦略から－

２ 生物多様性条約戦略計画2010における2050年ビジョン（2010年）
2050年までに、生物多様性が評価され、保全され、回復され、そして賢明に利用
され、そのことによって生態系サービスが保持され、健全な地球が維持され、全ての
人々に不可欠な恩恵が与えられる

１ 生物多様性国家戦略2012-2020 （2012年）
生物多様性の維持・回復と持続可能な利用を通じて、わが国の生物多様性の状態

を現状以上に豊かなものとするとともに、生態系サービスを将来にわたって享受できる

３ 第三次生物多様性国家戦略（2007年）
豊かな生物多様性を将来にわたって継承し、その恵みを持続的に享受できる「自然共生社会」

を構築するための３つの目標

①地域に固有の動植物や生態系を地域の特性に応じて保全するとともに、生態系ネット
ワークの形成を通じて国土レベルの生物多様性を維持・回復することとりわけわが国に
生息・生育する種に絶滅のおそれが新たに生じないようにすると同時に、現に絶滅の
危機に瀕した種の個体数や生息・生育環境の維持・回復を図ること
②生物多様性を減少させない方法により、世代を超えて、国土や自然資源の持続可能
な利用を行うこと（特定の希少種や原生自然の保護だけでなく、人の生活・生産活
動との関わりの中で生物多様性を保全する持続可能な利用を進めることが重要）
③生物多様性の保全と持続可能な利用を、地球規模から身近な市民生活のレベルま
でのさまざまな社会経済活動の中に組み込んでいくこと
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5

絶滅させない

生態系の損失の改善

生物多様性の恩恵を次世代へ

CBD-SBSTTA23 OEWD共同議長資料
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午前中のふりかえり
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フィードバックループの
積み重ね

とりわけレバレッジ・ポイントに適用されるスマートな政策の組み合わせを含む、
統合的、適応的、且つ、情報を基にした、包括的ガバナンスアプローチ

自然変化の
間接的要因

自然変化の
直接的要因

８つのレバレッジ・ポイント（支点）
・良い暮らしへの多様な見方の取り込み
・消費と廃棄の総量の削減
・既存の価値と行動からの脱却
・不平等の削減
・保全における公正と包摂の実現
・外部性と遠距離間相互作用(テレカップリング)の
内部化

・技術、革新、投資の徹底
・教育と知識の創成と交流の促進

多様な主体によるガバナンス介入（てこ）
・インセンティブと能力開発
・セクター横断的協力
・先取りした行動
・強靱化・不確実性を考慮した意思決定
・環境法制と実施

地球規模の持続可能性のための「全社会の変革」を表す図
（Figure 9.より）

社会変革（transformative change）のイメージ


